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１． ミナモホールの利用における注意事項 

１－１ 利用上の制限 

 

ミナモホールを利用する場合は、「設備等利用申請書」及び「利用企画書」を

管財課県庁舎運用第一係に提出してください。 

 

空調及び可動椅子以外の各備品等の設置・操作は、利用者自身で行ってくださ

い。 

会議終了後は、元の状態に戻してください。 

 

ホール・ステージの床は天然無垢材を使用しており、水や衝撃に弱い仕様とな

っています。必要に応じて養生を行う等、使用においては十分ご配慮願います。 

 

ホール・ステージの床や壁に釘等を打ち付けたり、粘着性の高いテープを貼り

付ける行為は禁止です。 

 

ホワイエを利用する場合は、共用部分使用要領に基づく「県庁舎共用部分使用

申込書」を管財課県庁舎運用第一係に提出してください。 

 

ホワイエに受付を設置することは可能ですが、通行に支障がないようにして

ください。 

ホワイエにブース等を設置する場合は、必要に応じて養生をしてください。 

 

音が過剰に外に漏れる行為は禁止です。 

 

ミナモホールの図面を 26 ページに掲載しています。データが必要な場合は、

管財課県庁舎運用第一係にご連絡ください。 

 

会場設営・運営を業者に委託する場合は、必要に応じ本マニュアルを先方に提

供してください。 
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１－２ ミナモホールの鍵 

 

ミナモホール周りの鍵（物理錠及び電子錠）の配置は、以下「鍵配置図」のと

おりです。 

 

ホールに入るためには鍵（物理錠①・②）を守衛室で借り受けてください。 

バックヤード動線の確保等で１階ミナモホール廊下北扉、２階中央管理室前

階段扉の解錠を希望する場合は電子錠□1 ・□2 を守衛室で借り受けてください。

（２階中央管理室前階段扉は、セキュリティ上一旦閉じると施錠されるため、電

子錠で都度解錠してください。） 

 

資機材の搬出入等で１階南通用口（★）の使用を希望する場合は、中央管理室

に解錠の依頼をしてください。（南通用口は一度解錠すると解錠状態が保持され

るため、長時間扉を使用しない場合は中央管理室に施錠の依頼をしてください。） 

 

控室を使用する場合は、鍵（物理錠③・④）を守衛室で借り受けてください。 

 

上記以外のバックヤード関係各室の扉は原則解錠となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鍵配置図 

 物理錠              電子錠  

①：ミナモホール・北東      １：１階ミナモホール廊下北 

②：ミナモホール・南東      ２：２階中央管理室前階段 

③：控室 1 

④：控室 2             ★：１階南通用口 

 

[低層棟１階] ［低層棟２階］ 
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１－３ ミナモホールの備品 

 

各備品の設置場所は以下「備品配置図」のとおりです。 

 

ミナモホールに設置されている備品は4～6ページの備品リストのとおりです。 

 

 倉庫・収納に保管されている備品は 7 ページの倉庫等の備品リストのとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミナモホール 備品配置図 

 

：機器収納架           ：メイン操作卓 

 

：吊物機構操作盤         ：調光操作卓 

 

：演台、司会台、花台、ピンスポットライト×２、ステージスピーカー 

 マイクスタンド（小）×３、マイクスタンド（大）×５ 

 

：貸出備品収納箱 
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ミナモホール 備品リスト （ 1 ／ 3 ）

番号 機器名 個数 仕様（品番）

1 ワイヤレスマイク①②③④ ４本

4
有線マイクケーブル5ｍ

※マイクは「３」と同じ
３本

2
ワイヤレスマイク①②③④

（タイピンタイプ）
４本

3

有線マイク

（有線マイク）

（マイクケーブル10ｍ）

３セット

6

ＨＤＭＩ切替器

（本体）

（アダプター）

（リモコン）

１セット

5 ＨＤＭＩケーブル（5m） １本

常設備品

常設備品

常設備品

常設備品

常設備品

常設備品
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ミナモホール 備品リスト （ 2 ／ 3 ）

10
ツインプレゼンポインター

（パワーポイントリモコン）
１式

ワイヤレスマイク

スタンド（小）アタッチメント

有線マイク

スタンド（小）アタッチメント

8 ３セット

9

ワイヤレスマイク

スタンド（大）アタッチメント

有線マイク

スタンド（大）アタッチメント

４セット

１式

個数 仕様（品番）番号 機器名

7

リモコン

（ブルーレイデッキ用）

（CDプレイヤー用）

（プロジェクタ用） 常設備品

常設備品

常設備品

常設備品
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ミナモホール 備品リスト （ 3 ／ 3 ）

11 演台 １台

番号 機器名 個数 仕様（品番）

12 司会台 １台

13 花台 １台

14 ピンスポットライト ２台

15 ステージスピーカー １台

17 マイクスタンド（大） ５台

16 マイクスタンド（小） ３台

常設備品

常設備品

常設備品

常設備品

常設備品

常設備品

常設備品
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倉庫等の備品リスト 

番号 備品名 個数 仕様 

１ 椅子 178 脚 

 

２ 机 
倉庫：40 台 

収納：14 台 

 

３ 傘立て ２台 

 

４ 傘滴取り １台 
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１－４ 会議開催時の案内表示 

 

① １階エントランスホールのサイネージには、当日の会議予定が表示されます。

会議予定について、会議室予約システムで登録した情報が適切に表示されて

いるかご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

② 会議内容の案内は、ホールの扉に紙を磁石で貼り付けるなどしてご対応い

ただくか、別途案内板を設置する等、担当課にてご対応ください。 

 

③ 共用部分に案内板を設置する場合は、他の庁舎利用者の通行等に支障が生

じないようご配慮願います。 

 

※必要に応じて管財課県庁舎運用第一係にご相談ください。 

 

  

：サイネージ 
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１－５ 可動椅子の移動 

 

可動椅子を収納して使用する場合は、事前に提出のあった申請書に基づいて

管財課が対応します。 

 

会議終了後は、中央管理室（内線 9520）に報告してください。 

庁舎管理委託業者がミナモホールにおいて可動椅子を戻す操作を行います。 

 

※次に会議室を使用する所属と個別に調整がつけば、そのままでも構いませ

ん。 
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１－６ 会議終了時の現況復旧 

 

 会議終了時には、ミナモホールを使用前の状況に復旧してください。 

 

 25ページの確認チェック表をもとに復旧状況を確認し、中央管理室（内線9520）

に報告し、確認の立会いをお願いします。 

 

  

  

  

【緞帳の初期状態は「下げる」】 【可動椅子の初期状態は「出す」】 
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１－７ 勤務時間外の利用 

 

閉庁日や閉庁時間帯に会議を開催しなければならない特別な事情がある場合

は、管財課と個別に協議をお願いします。 

 

通常、夜間休日等勤務時間外に県庁舎内で作業を行う場合、「県庁舎における

勤務時間外作業届」を管財課に提出いただいておりますが、勤務時間外にミナモ

ホールを使用する場合については、事前に「ミナモホール設備等利用申請書」を

提出いただくため、当該作業届の提出は不要とします。 

 

 詳細については、管財課県庁舎運用第一係（内線 2417）に確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－11－



 

 

１ー８ 来庁者用入庁証(ＩＣカード)及び入退庁動線 

来庁者用入庁証(ＩＣカード) 

（１）開庁時間に開催する会議 

 ミナモホールは、県庁舎の開庁時間（７：３０～１７：４５）であれば、一

般来庁者が特段の手続きなく、自由に移動できる「一般エリア」に配置されて

います。当該時間内に開催する会議については、来庁者用入庁証の交付を受け

ることなく、会議に参加いただけます。 

 

（２）閉庁時間に開催する会議 

 県庁舎の閉庁時間に開催される会議(もしくは会議参加者の退庁が、閉庁時

間となる会議)については、入庁時または退庁時にセキュリティゲートを通過

して移動するため、入庁証の交付を受ける必要があります。守衛室から、もし

くは「事前交付申請」により管財課から貸与を受けた担当課から、訪問者へＩ

Ｃカードを交付することとなりますので、管財課へご相談ください。 

照明の点灯時間の延長が必要な場合は、管財課に申請してください。 

  

入退庁動線 

 開庁時間に開催する会議は、正面玄関、西玄関をご利用いただけます。 

 閉庁時間に開催する会議は、以下の動線をご利用いただき、守衛室前の東通

用口から入退庁いただくよう、ご案内ください。なお、参加人数が多数である

場合等、東通用口から入退庁することに支障がある場合は管財課へご相談くだ

さい。 
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１－９ 災害時の避難方法等 

 

災害時は館内放送に従って避難をしてください。 

 

避難経路は以下「避難経路図」のとおりです。火災発生時、避難経路上の電

子錠は自動的に解錠されます。（個別に解錠する必要はありません。） 

 

消火栓・消火器、排煙装置の配置は、14 ページの消火・排煙設備配置図をご

確認ください。 

 

会議開催時の参加者の避難誘導については、会議開催の担当課において実施

してください。誘導方法、担当者の割り付けなどは、事前に検討してくださ

い。 
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消火・排煙設備配置図 

 

消火栓 消火器 

排煙装置 

消火栓 

消火器 

排煙装置 

【２階部分】 

※火災発生時は「非常開」ボタン 

を押してください。 
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２． 照明設備の使用方法 

２－１ 照明の使用方法 

 

ミナモホールの照明スイッチは以下「照明スイッチ配置図」のとおり設置され

ています。 

 

調光操作卓使用時は、調光照明スイッチをすべて点灯してください。 

 

各スイッチ、調光操作卓で操作し、会議終了後は電源を切ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照明スイッチ配置図 

 

：ミナモホール照明スイッチ 

：舞台照明スイッチ 

：調光操作卓 舞台照明 

ｽｲｯﾁ 

ﾎｰﾙ照明 

ｽｲｯﾁ 

：調光照明スイッチ 

調光照明 

ｽｲｯﾁ 
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２－２ 調光操作卓の使用方法 

 

ミナモホールの調光操作卓の使用の詳細は、操作卓備え付けの「簡易取扱説明

書」をご確認ください。 

 

スポットライトは、上手、中央、下手に合わせて調整がしてありますので、個

別に調整しないでください。調整が必要な場合は、管財課までご連絡ください。 

 

調光の設定をシーンとして登録できます。会議開催に先立ち、シーンを事前に

登録いただくことは可能ですが、既に登録されているシーンの変更・削除をしな

いでください。 

シーンの設定は備え付けの「簡易取扱説明書」をご確認いただき、会議終了後

は登録を削除してください。 

 既に登録されているシーンは備え付けの「調光操作卓の初期状態」を確認して

ください。 

 

 会議終了後は初期状態に復旧してください。初期状態は備え付けの「調光操作

卓の初期状態」を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調光操作卓 
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３． 空調設備の使用方法 

 

ミナモホールの空調設備を使用する場合は、事前に「設備等利用申請書」にそ

の旨を記載し、管財課に提出してください。 

 

予定より早く会議等が終了した場合は、中央管理室（内線 9520）に連絡し、

停止を依頼してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空調スイッチ配置図 

 

  

※スイッチはありますが、

操作できません 
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４． 映像音響設備の使用方法 

 

ミナモホールの映像音響設備の使用の詳細は、操作卓備え付けの「映像音響設

備 システム取扱説明資料」をご確認ください。 

 

各操作は操作卓上のモニターで行えます。使用後はモニター上で終了処理を

行ってください。画面表示は自動で消えますので、モニターの電源は切らないで

ください。 

 

操作卓内にある各機器の個別電源は切らないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映像音響設備 
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４－１ 映像設備の使用方法 

 

PC を接続し、パワーポイント等をスクリーンに投影する場合は、収納ボック

スに格納されている HDMI ケーブルを使用してください。 

 

プロジェクタ本体の位置・角度の調整はしないでください。投影に支障がある

場合は、プロジェクタのリモコンで投影範囲を調整してください。（リモコン操

作はプロジェクタの付近で行ってください。） 

支障がある場合は管財課にご連絡ください。 

 

ミナモホールの会議の様子をＴＶ共聴／ＲＥＮＴＡＩ配信することが可能で

す。非公開としたい場合は「映像ソース操作」－「ＴＶ共聴／ＲＥＮＴＡＩ配信」

を「ＯＦＦ」にしてください。（システム起動時は「ＯＦＦ」になっています。） 

 

  

「ＴＶ共聴／ＲＥＮＴＡＩ配信」 

をしない場合は「ＯＦＦ」 
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４－２ 音響設備の使用方法 

 

音響設備の使用の際は、ホワイエ等の放送設備の設定にご注意ください。（設

定状況により、ホール内の音声がホワイエ等にも流れます。） 

 

ホワイエ、控室、全館放送の初期設定は「Mute」とします。 

 

ワイヤレスマイクはタイピンタイプも使用できますが、番号が同じマイクを

同時に使用することはできません。（ワイヤレスマイク①を使用している場合、

タイピンタイプ①を使用することはできません。） 

 

マイク・スピーカーの音量を調整した場合は、元の数値（85）に戻してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音量の初期値は「85」 

ホワイエ・控室・全館放送

の初期設定は「Mute」 
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ワイヤレスマイク使用後は、充電状態にしてください。 

 

スタンドマイク使用後はアタッチメント（金具）を取り外して元の位置に戻し

てください。（収納ボックスに格納してください。） 

 

ミナモホールにも館内放送が流れます。館内放送の音量は、ステージ上手の壁

に設置されているアッテネーター（つまみ）で調整してください。アッテネータ

ーの配置は、P22「アッテネーター配置図」をご確認ください。 

アッテネーターの初期設定は「消音」とします。 

 

各音量等は会議の使用状況に応じて調整し、会議終了後は初期設定に戻して

ください。 

 

 

 

 

マイク音量の初期値は「85」 
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アッテネーター配置図 

初期設定は「消音」 
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５． 吊物機構の使用方法 

 

ミナモホールの吊物機構の使用の詳細は、操作卓備え付けの「舞台吊物機構設

備 取扱説明書」をご確認ください。 

 

吊物機構を操作する際は、可動範囲に人や物がないことを確認してください。

（複数人で状況を確認しながら操作してください。） 

 

ホリゾント幕を下ろす際は、床に置いてある照明に当たらないよう途中で停

止してください。（幕は途中で停止しないと照明に当たり、故障の原因となりま

す。） 

 

緞帳は下がった状態が初期状態です。上げて使用した場合は初期状態に戻し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舞台吊物機構設備 
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６． 不具合等の問い合わせ先 

 

ミナモホールの備品等に不具合がありましたら管財課にご連絡ください。 

 

 

・ミナモホールの使用に関する問い合わせ・・・県庁舎運用第一係 内線 2417 

 

・ミナモホールの設備に関する問い合わせ・・・・・・・・設備係 内線 2425 

 

・ミナモホールの空調運転、使用後の確認 

に関する問い合わせ         ・・・・・・中央管理室 内線 9520 

 

 

内線電話は以下「内線電話配置図」のとおり設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内線電話配置図 

 

  

：内線電話 

内線 9502 

内線 9515 

内線 9516 
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令和 年 月 日 ： ～ ：

所属

担当者

確認し た事項について、 □をチェ ッ ク し てく ださ い 所属 庁舎管理

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

チェ ッ ク 欄

ミナモホール利用後確認チェック表

利用完了後、 中央管理室に施錠を依頼し た( 内線9520)

ホール入口２ 箇所の施錠を 確認し た

忘れ物やゴミ 等の確認を行っ た

空調を停止し 、 照明を切っ た

各部屋の施錠を確認し た

あり  ( なし の場合は以下のチェ ッ ク 不要)

利用完了後、 施錠を確認し た( Ｉ Ｃ カ ード )

あり （ なし の場合は以下のチェ ッ ク 不要）

充電スタ ンド に戻し 、 充電ラ ンプが点灯し たこ と を確認し た

プロジェ ク タ ーの設定が初期状態であるこ と を確認し た

貸出（ 備付） 備品の利用 あり （ なし の場合は以下のチェ ッ ク 不要）

あり （ なし の場合は以下のチェ ッ ク 不要）

演台・ 司会台・ 花台を移動し た場合、 元の場所に戻し た

緞帳は下げた状態と なっ ている

スク リ ーン、 バト ンは上げた状態と なっ ている

※　 使用後は、 庁舎管理委託業者が設備の確認を 行いますので、 中央管理室( 内線： 9520) に終了し た旨を報告し 、 立ち合いを
　 お願いし ます。 （ その際に記入し たチェ ッ ク 表を提出し てく ださ い。 ）
※　 チェ ッ ク 表は利用日毎に記入し 、 管財課（ 庁舎管理業者） の確認を受けてく ださ い。
※　 網掛け部分は、 管財課（ 庁舎管理業者） の確認を受けてから 、 最終的な確認をし てく ださ い。
※　 会議室利用が複数日に及び、 確認ができ ない（ 初期状態に戻せない） 場合等は、 その旨を連絡事項欄に記載し てく ださ い。

守衛室に鍵を返却し た

有無の確認 プラ ケース内に全ての貸出備品があるこ と を確認し た

プロジェ ク タ ー

照明設備 スポッ ト ラ イ ト 等の向きが初期状態であるこ と を確認し た

連絡事項
( 設備の不具合等)

ステージ裏出入口の利用

１ 階南通用口扉の施錠

全ての照明の消灯を確認し た

持ち込んだも のは全て撤去し た( 機材、 什器、 展示物等)

ゴミ ・ 汚れ、 損傷などが無いこ と を確認し た

あり  □ 控室１  □ 控室２ ( なし の場合は以下のチェ ッ ク 不要)

操作卓

客席に忘れ物( 異物) がないこ と を確認し た

客席に損傷や汚損等が無いこ と を確認し た

音響及び照明装置（ 操作卓） が初期状態であるこ と を確認し た

あり （ なし の場合は以下のチェ ッ ク 不要）

音響・ 映像設備等の利用

ホール・ ステージ全般

鍵

マイ ク

異常の有無

忘れ物等の確認

控室の利用

内部の確認

１ 階ミ ナモホール廊下北扉の施錠

控室の施錠

電源

可動客席の利用

緞帳

利用日時

ステージの利用

演台・ 司会台・ 花台

空調設備の利用

利用者
内線

あり （ なし の場合は以下のチェ ッ ク 不要）

空調の停止

スク リ ーン・ バト ン

中央管理室に空調の停止を 依頼し た( 内線9520)
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